
 

年  月  日(第  回)  

建物被災状況チェックシート 

避難所名：           

確 認 者：     ，      

■チェックにあたっての注意事項等 

○ 避難所を開設するにあたって、避難所として使用する建物の安全性を確認します。 

○ 市の避難所派遣職員、施設管理者、避難所運営委員のうち、２人以上で、危険箇所に注意

しながら、このチェックシートを使って、目視による点検を行います。 

○ 一見して危険と判断できる場合は、災害対策本部へ連絡してください。本部で他の避難所

への移動等、必要な対応を検討します。 

○ 質問１から順番に点検してください。 

○ 危険と認められる場所には、貼り紙をするなどして、立入禁止にしてください。 

○ このチェックシートの質問項目に拘わらず、建物の状況に不安がある場合は、災害対策本

部へ連絡してください。※優先的に応急危険度判定士を派遣します。 

○質問１～13 の調査結果を｢チェック結果表｣に記入し該当する対応を取ってください。 

 

★調査の可否 

質問 該当項目 

一見して危険（崩壊の危険性が
ある）と判断できる 

はい 

⇒災害対策本部へ連絡し、その指示に従っ

てください。 

いいえ 

⇒外部の状況調査（質

問１～８）へ進んでく

ださい。 

●外部の状況（質問１～８の調査途中でＣ判定があった場合は直ちに建物から離れ、災害対策本部へ連

絡してください。） 

質問 
該当項目 

Ａ Ｂ Ｃ 

１ 建物周囲に、地すべり、が
けくずれ、地割れ、砂の吹き
出し、液状化現象、地盤沈下
などが生じていますか 

生じていない 生じている ひどく生じている 

２ 建物の基礎が壊れていますか 壊れていない 
壊れているとこ
ろがある 

ひどく壊れている 

３ 避難所として使用予定のな
い建物や隣接する建物が、今
後の余震において、避難所建
物や敷地内に、傾斜・転倒・
落下する危険性はありますか 

危険性はない 
危険性がある 

（傾いている気が

する） 

危険性がある 
（今にも転倒、落下
しそうだ・明らかに
傾いている） 

４ 柱に損傷がありますか 損傷は無い 
大きなひび、歪み
を生じているも
のがある 

大部分の鉄筋が露
出し変形するなど
被害が大きい 

５  外壁材は壊れていますか 
（タイル、モルタル、石張り等） 

壊れていない 
壊れている・落下
している 

大きく壊れている 

６ 外壁・柱等に亀裂が生じて 
  いますか 
 
 
 

生じていない 

ひび割れがある
が、コンクリート
等の浮きや剥落
はない 

Ｘ字状のひび割れ
があり、コンクリー
ト等が剥落してい
る 

７ 屋根は壊れていますか 壊れていない 
壊れている・落下
している 

大きく壊れている 

８ ガス臭・灯油等の臭い（ガ
ス漏れ・灯油漏れの可能性）
はありますか 

ない − ある 

 

Ｘ字状のひび割れ 
扉 窓 



 

○質問１～８の調査が全てＡ判定の場合は、内部の状況（質問９～11）及びその他（質問 12～
13）に進んでください。 

○質問１～８の調査でＢ判定があった場合は、損傷等の箇所が部分的であれば引き続き内部の
状況（質問９～11）及びその他（質問 12～13）に進んでください。調査後、チェック結果表
を記入し、該当する対応を取ってください。 

 

●内部の状況 

質問 
該当項目 

Ａ Ｂ Ｃ 

９ 床が傾むいていますか 傾いていない 
少し傾いた、又は
沈下している 

大きく傾いている 

10 内部の壁が壊れていますか 壊れていない 
大きなひび割れ
がある・一部落下
している 

大きく壊れている・
落下している 

11 天井、高所の照明器具及び窓
ガラス等落下の危険性があり
ますか 

危険性がない（落
下していない） 

落下の危険性が
ある（部分的に
落下している） 

落下の危険性が大
きい（今にも落下し
そうだ） 

 

●その他 

質問 

12 使用できない設備はありますか 
 

□水道   □電気   □ガス   □電話 

13 その他、避難所として使用する建物の安全性について気がついた点があれば記入してくだ
さい。 
 

 

★チェック結果表 

該当する

ものに○ 

チェック結果 判定 対応 

 

Ｃが一つでもある 危険 

建物内へは立ち入らず、災害対策本部へ連

絡し、その指示に従ってください。 

 Ｂが一つ以上ありかつ損

傷等が（危険な箇所）が建

物の広範囲を占めている

（又は 13 の記入内容で建

物利用の判断が出来ない

点がある） 

要注意 

要注意 建物内へは立ち入らず、災害対策

本部へ連絡し、その指示又は応急危険度判

定士の派遣を待ってその指示に従ってく

ださい。 

 Ｂが一つ以上あるが損傷

等の範囲が部分的である 
使用可 

危険箇所に注意（部分的な立ち入り制限・

養生等）し、建物を使用してください。 

 
Ａのみである 使用可 

今後の余震に注意しながら建物を使用し

てください。 

※余震により被害が進んだと思われる場合は、再度チェックシートで被災状況を確認して下

さい。  


